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1．職種および募集予定人数
●職種／非常勤保育士
●募集予定人数／若干名
●職務内容／保育所や子育て支援センターにおける保

育業務

2．受験資格
昭和 27 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、保育士の

資格を有する人。
ただし、次のいずれかに該当する人は受験できませ

ん（地方公務員法第 16 条に該当する人）。
ア　成年被後見人および被保佐人
イ　禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで

またはその執行を受けることがなくなるまでの人
ウ　有田川町職員として懲戒免職の処分を受け、当該

処分の日から 2 年を経過しない人
エ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法ま

たはその下に成立した政府を暴力で破壊することを
主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに
加入した人

3．選考方法
●書類選考／応募者多数の場合、受験申込時にご提出

いただくエントリーシートをもとに、事前審査を行
う場合があります。

●面接試験／日時・場所などは後日ご連絡いたします。

4．受験手続きおよび受付期間
（1）申込用紙の交付

吉備庁舎企画財政課、金屋庁舎こども教育課、町内
各公立保育所でお渡しします（土・日・祝日を除く）。
町ホームページからもダウンロードできます。

申込用紙を郵送で請求する場合は、封筒の表に「採
用試験申込用紙請求書」と朱書きし、82 円切手を貼っ
た宛先明記の定型内返信用封筒を必ず同封して、金屋
庁舎こども教育課まで請求してください。

（2）提出書類
●有田川町非常勤保育士採用試験申込書（顔写真を貼

付すること）
●有田川町非常勤職員採用エントリーシート
●保育士資格取得（見込み含む）を証明する書類の写し

（3）申し込み方法
上記書類に必要事項を記入し、金屋庁舎こども教育

課・吉備庁舎企画財政課まで持参または郵送してくだ
さい。なお、郵送する場合は、必ず簡易書留郵便とし、
封筒の表に「非常勤保育士採用試験申込」と朱書きし
てください。これら以外による不着の問題につきまし
ては一切対応いたしかねます。

（4）受付期間
2 月 1 日（水）～ 2 月 10 日（金）【当日必着】

※土・日・祝日を除き、8 時 30 分～ 17 時 15 分

5．勤務条件
（1）給与・勤務時間
●給与／ 157,300 円
●勤務時間／週 37.5 時間以内。通常 1 日につき 7 時

間 30 分、1 週間につき 5 日の勤務です。勤務場所
によっては変則勤務や土日勤務があります。

※上記報酬のほか、通勤手当および超過勤務手当が支
給されます。

※非常勤保育士の方で正職員の育児休業などによりクラ
ス担任を担当していただく場合の給料月額は 163,200
円となります。いずれの給料月額も平成 28 年 4 月現
在のものですので変更される場合があります。

※勤務成績により昇給する場合があります。

（2） 任用期間
任用期間は原則平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年

3 月 31 日までです。
任用期間を更新する場合は、各年度ごとに勤務実績

や健康状態等を考慮の上、決定します。ただし、65
歳に達している場合は、任用期間をその年度の末日ま
でとし、再度の更新は行いません。

（3）有給休暇／年次休暇（任用期間に応じ 10 日以内）、
忌引休暇など

（4）福利厚生／健康保険、厚生年金保険および雇用保
険の適用

6．その他
●受理した提出書類は返却いたしません。
●その他詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、

金屋庁舎こども教育課までお問い合わせください。

●申込受付期間／ 2 月 1 日（水）～ 2 月 10 日（金）　※必着
●申込先／金屋庁舎こども教育課（〒 643-0153 有田川町大字中井原 136-2）
　　　　　吉備庁舎企画財政課（〒 643-0021 有田川町大字下津野 2018-2）

平成 29 年 4 月採用

非常勤職員（保育士）採用試験のご案内

問 金屋庁舎こども教育課


